
1 

 

京都市３施設合築方針を考えるフォーラム vol.2 

何のため？誰のための三施設合築？ 

児童福祉センターは大丈夫？ 
報告書  

  

主催：京都市３施設の合築方針を考える実行委員会 

 京都障害児者の生活と権利を守る連絡会、  

こどもたちの保育・療育をよくする会  

きょうされん京都支部  

京都のリハビリを考える会 事務局・京都社会保障推進協議会  

℡ 075-801-2526 fax 075-811-6170  

 



2 

 

何のため？誰のための三施設合築？ 

児童福祉センターは大丈夫？ 
 

日 時 12 月５日（土）     13 時 30 分 

会 場 京都市こどもみらい館第２研修室  

 

 

 私たち「京都市３施設の合築方針を考える実行委員会」が開催した、「京都市のすす

める三施設合築」（京都市地域リハビリテーション推進センター・京都市こころの健康

増進センター・京都市児童福祉センターの「合築」化）について考える「フォーラム

Vol.2」の内容をご報告いたします。  

私たちの主催するフォーラムは、 2015 年２月に続き２度目となりました。 

フォーラムには実行委員会団体のメンバーをはじめ、京都市地域リハビリテーショ

ン推進センター（市リハセン）、京都市児童福祉センター、京都市こころの健康増進セ

ンターの関係者等が集まりました。 

 今回は、京都市が合築を予定する３施設のうち、「児童福祉センター」をめぐる問題

がメインテーマです。  

フォーラムは、坪倉吉隆さん（こどもたちの保育・療育をよくする会）の司会で進

行しました。 

 

三施設合築問題の経過と児童福祉センターをめぐる制度的背景 
今井陽一さん（ＰＴ・京都市職労民生支部）  

 

 はじめに実行委員会から「三施設合築問題の経過と児童福祉センターをめぐる制度

的背景」と題し、今井陽一さん（ＰＴ・京都市職労民生支部）が基調報告しました。 

 

● 発言の概要 

 今井さんは、市リハセンのセラピスト

として臨床現場に従事し、京都のリハビ

リを考える会のメンバーとして附属病院

廃止反対運動の先頭に立ってきた立場か

ら、３施設合築問題の経過を報告し、市

方針の問題点を指摘しました。 

 

ことの発端 

 合築対象となった京都市３施設は、い

ずれも長い歴史と意義のある施設です。 

今回の合築問題が持ち上がった直接の

基調報告する今井さん  
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きっかけは 2012 年のことでした。 

門川京都市長は、市社会福祉審議会（会

長・森洋一氏）に「今後のリハビリテー

ション行政の在り方」を諮問し、翌年、

審議会が市リハセン附属病院と補装具政

策施設廃止を答申しました。 

答申では「障害のあるすべての市民の

ための総合相談窓口機能を」「３障害（身

体・知的・精神）及び高齢者を統合した

地域リハ事業の推進を」との文言が書き

込まれました。これが、三施設合築問題

の発端となった文章です。 

 

今の段階 

今、合築方針は着実に進められており、

2015 年３月の市リハセン附属病院廃止、

同年９月のこころの健康増進センターの

市リハセン内への移転（合築終了までの

経過的な同居）の段階まできました。 

今後、2016 年４月に青葉寮（情緒障害

児短期治療施設）が民営化（に伴う移転）

されることが既に決まっています。  

それ以降、合築に向けた「調査、設計、

工事」が進められる見通しです。漏れ聞

こえる情報ではその目途は５年後といわ

れていますが、はっきり

していません。 

 

合築方針への疑問と問

題点 

合築方針にまつわる

問題点としては、 

・「障害者相談機能の充

実」なる言葉が、三施

設の合築・集約化にす

り替えられてしまっ

たこと。 

・リハビリテーション医

療の実情を十分に調

査・認識もせず、附属病院閉院を決め

てしまったこと。  

・合築予定地である御前松原の土地は、

現三施設の総面積より狭く、機能縮小

が懸念されること（当局は教育福祉委

員会へは敷地は足りると報告した）等

です。 

 

児童福祉センターと「医療面の差」 

とりわけ、児童福祉センターは市リハ

センやこころの健康増進センターと違い、

障害のある子どもたちだけが対象の施設

ではありません。 

第一、児童福祉法に定める児童相談所

があります。ですので本来は、「障害」だ

けに着目して合築するという話は成り立

ちません。その認識すら京都市にあるの

かどうか疑問です。 

児童福祉センターの発達相談課・診療

療育課では、発達障害の検査・診断及び

療育を行います。こころの健康増進セン

ターも精神科の診察及びデイケア事業を

行っています。しかし、附属病院廃止後

の現・市リハセンは、診療所は有してお

り、年金診断や補装具に関する診察は可

今井さんの報告レジュメより  
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能ではあるものの、身体障害の検査や診

断は行えない施設になっています。また、

支援施設での自立訓練はありますが、対

象が高次脳機能障害のみに限られ、治療

はできません。 

以上のように、医療的な側面での「差」

が、３施設には厳然と存在しています。

これが合築でどうなるのでしょうか。あ

る障害は治療までできるが、ある障害は

治療できない、ということになるのでし

ょうか。 

 

ワンストップ化とは何か 

障害福祉サービス相談窓口の「ワンス

トップ化」が、京都市の合築方針の「売

り」です。 

しかし、基本的なことですが、今、身

体・知的障害の相談窓口は、各区の福祉

事務所であり、精神障害と身体障害のう

ち難病の患者さんについては、各区の保

健センター（旧保健所）が窓口になって

います。 

つまり、相談業務・サービス支給決定

を、こころの健康増進センターや市リハ

センが担っているわけではないのです。

現状の機能のまま、建物だけ合築しても、

障害のある人の相談窓口はワンストップ

化されるはずがありません。  

大体、京都市は「ワンストップ化」と

言っていますが、この言葉にはきちんと

した定義があり、「そこですべての用事が

片付く」という意味です。そうした意味

で、もともと、市リハセンとこころは、

ワンストップ施設ではないのです。  

ただし、児童福祉センターは少し事情

が違います。児童に関わる一部の障害福

祉サービスについて、相談・受付・支給

決定を行い、療育の場もあります（ワン

ストップ）。 

特に、児童発達支援の利用調整は基本

的に児童福祉センターで行われ、これが

「京都方式」なる市独自の仕組みです。 

三施設合築に関し、私たちが考えるべ

き論点を提起したいと思います。 

 

①  合築によってそれぞれの施設の機

能は充実するのか？ 

 

②  ３障害や児・者の相談支援がワンス

トップ化するのか？ 

 

③  合築だけが目的化しているが、その

前 に 解 決 す べ き 課 題 が あ る の で

は？ 

 

 

 

リレートーク 

私たちの求める京都市児童福祉センターの機能拡充と

京都市方針への不安・疑問 
 

基調報告に続き、「私たちの求める京都市児童福祉センターの機能拡充と京都市方針

への不安・疑問」をテーマにリレートークを行いました。 

報告者は、池添素さん（京都障害児者の生活と権利を守る連絡会）、渡邉賢治さん、

市原真理さん（こどもたちの保育・療育をよくする会）、津田明彦さん（京都市職労民

生支部・京都市児童福祉センター分会）です。  
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●池添さんの発言概要 

「京都市児童福祉センターの歴史とはた

してきた役割と課題」 

 京都市児童福祉センターは、1931 年の

京都市児童院として出発しました。 

当初は助産・診療事業、児童健康相談、

児童心理相談、母性児童保護相談を担い、

特に収入の少ない世帯を対象にしており、

貧困対策の側面もあったようです。 

1956 年の法改正で、政令指定都市に児

童相談所が設置されることになり、京都

市児童院が法的に位置づけられました。

この時から、産院だけでなく、複数の機

能を持つことになりました。 

1960 年には、児童相談所にあった産婦

人科を京都市立病院に移管（現在の京都

アスニーが所在地）しました。 

1972 年から、小規模ながら障害への取

組が開始され、児童精神科・聴覚言語指

導等が開始されました。それに伴い、精

神科医師（笹川先生・小児精神科医）と

ＳＴ（益川氏）が配置されました。 

1982 年になって、名称を児童福祉セン

ターと変更し、機能拡充しました。この

背景には京都市社会福祉審議会の答申と

現場と民生局の議論がありました。こう

して児童福祉センターは児童相談所機

能・診療機能・療育機能を持つ施設とな

りました。児童相談所機能でいうと、当

時、虐待は今ほど社会問題にはなってお

らず、非行・不登校相談が多かったよう

です。 

またこの時、新たに開設した療育施設

「こぐま園（ 1982 年１月 16 日開設。知

的障害児通園施設※当時は「精神薄弱児

通園施設」）について、既に民間で療育事

業を担っていた事業所から（自園の子ど

もたちが奪われるとの経営的な心配から）

反対がありました。 

しかし結果的には、こぐま園の開設が

市全体のニーズを掘り起こすこととなり、

民間の古参園も満員になったそうです。

また、「うさぎ園（同日開設。難聴幼児通

園施設）」も開設されました。同時に、京

都市独自の療育事業である「総合療育事

業」（カンガルー教室・ライオン教室）が

実施され、保育所に通いながら、児童福

祉センターに週何回か通園する「並行通

園」が定着しました。 

これらでさらにニーズが掘り起こされ、

300 人を超える通園児となり、とうとう

現場がパンク状態に陥りました。 

そこで、「南部地域に第２児童福祉セン

ターを」との市民運動がおこりました。

こどもたちの保育療育をよくする会の発

足です。労組も巻き込んだ署名運動が展

開され、深草・藤森地域に京都市児童療

育センターが開設されました。 

相談・診療・療育まで担う、まさに「ワ

ンストップ」の施設の誕生でした。 

2001 年には、児童相談所に虐待対応機

能が設置され、機能強化がなされました。 

2005 年には、児童福祉センター内に「発

達相談所」が設置されました。児童相談

所機能と分離・独立したことになります。 

ちょうどその頃、障害者自立支援法が

施行されました。応益負担・日払い・保

護者による個別利用契約（措置から契約

へ）と大きな制度転換でした。 

2012 年には第２児童福祉センターが設

置されました。これは本来、私たちの求

めていたことでした。しかしこれを機に、

診療科が第２児童福祉に移管される等、

南部の児童療育センターは療育機能縮小

となります。また軌を一にして児童福祉

センターのこぐま園・カンガルー教室が
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民間移管となりました。 

そして同時期、改正児童福祉法施行で

障害児支援の一元化が図られ、施設名称

が「児童発達支援センター」や「児童発

達支援事業所」に変更されました。個別

利用契約の導入で、障害のある子どもた

ちがサービスを受ける仕組みが、大きく

転換されたのです。 

そして今日、京都市にも誕生してきた

子どもたちの「単独通園」施設や保護者

と通う「親子通園」施設と様々な民間施

設も、京都市児童福祉センターが統括し

ています。今なお、京都市児童福祉セン

ターは子どもたちと親子にとって、最前

線であり、拠点です。そして児童福祉に

対する自治体の責任を果たす現場です。 

一方、京都市児童福祉センターは、「指

月寮」の民間移管に始まり、今日に至る

まで、徐々にその機能を民間委託・廃止

されてきました。単費事業として実施し

てきた総合療育事業も今年で廃止される

といいます。 

そしてとうとう、三施設合築方針によ

り、児童福祉センター本体の将来が危ぶ

まれることになってきている。これが今

日の状況といえるでしょう。  

 

●渡邉さんの発言概要 

「小児科医からみる児童福祉センターの

意義」 

 私は肛門科の医師であり、あまり児童

福祉センターは関係がないのかな、と思

ってきました。 

しかし昨日、自院のスタッフが「児童

福祉センターはなくなるのか？」と聞い

てきました。彼女も児童福祉センターに

お世話になっていたのです。身近に児童

福祉センターに助けられた人がいたので

す。 

さてここでは、京都府保険医協会理事

である２人の小児科医の先生からいただ

いたコメントを紹介します。 

保険医協会理事の森先生は次のように

書かれています。 

小児科開業医は日常診療において、発

達遅滞・発達の偏り（自閉症スペクトラ

ム・ ADHD・ LD）といった子どもたちと接

する機会が少なくない。しかし、診断・

療育を一般診療所が取り組むには大きな

問題がある。実際には、ほとんど児童福

祉センターに頼っている。  

発達障害への対応は、高い専門的知識

を持って取り組まねばならない。専門家

でも１名の患者さんに指導するのに 30

分～１時間程度はかかる。そのためのス

ペース・人・時間の確保が難しい。また、

発達障害の診断には、専門的な知識のあ

る臨床心理士などによる発達検査が大切

な指標になる。しかし一般的な小児科の

診療所には、それを行うスペースも人も

時間もない。何ら支援する手立てもなし

に「発達障害」だと告げるだけでは、か

えって患者さんを傷つける。  

三施設合築によって児童福祉センター

がどうなるのか、現時点で京都市は具体

的な内容を明らかにしていないが、それ

が規模の縮小につながるなら、方向が逆

である。発達障害の疾病概念が確立する

につれ、むしろ児童福祉センターのニー

ズはますます拡大することが予想される

中、その機能は充実していくべき。  

 また、同じく協会理事の有井先生から

も「参考資料」としてメモをいただいて

います。 

子育て・子育ちの困難が広がる背景に

は、雇用・貧困・介護等、社会的背景が

ある。とりわけ喫緊の課題として虐待の

問題があり、発達特性のある子どもたち
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の生きにくさ、二次障害の問題がある。

これらは、乳幼児期・学童期にはもちろ

ん、思春期・青年期・大人になってから

も難しい状況が次々と起こり、生涯に影

響が及ぶ。 

そうした中、時代のもっとも大切な部

分を担ってきたのが京都市児童福祉セン

ターである。その更なる充実は、人々の

生きる「質」を大きく変える。 

児童福祉センターは、全国でも数少な

い診療所併設型の児童福祉センターであ

り、全国に誇るべきもの、日頃から、大

変お世話になり、スタッフの方々の働き

にいつも敬服している。それでも需要に

はとても間に合っておらず、拡大・拡充

はあっても、縮小するというのは現状認

識の欠如という他ない。 

 

●市原さんの発言概要 

「親の願い、子どもの願い」 

こどもたちの保育・療育をよくする会

は、22 年前に結成した保育士・療育施設

職員・保護者がいっしょに活動する会で

す。私たちは 2012 年に『療育っていいな』

（かもがわ出版刊）を出版しました。こ

の本は、京都市内の療育施設に通う保護

者へ実施したアンケートに寄せられた声

で構成しています。 

この本に書かれているコメントをいく

つか紹介しましょう。  

「療育という言葉すら知らなかったの

で、療育＝障害というマイナスイメージ

が強く、正直なところ、通わせたくなか

った」 

「療育という言葉すら知らなかったの

で、こういう場に通えてうれしかった。

反面、自分の子にレッテルを貼られたよ

うで悲しかった」  

「年少の頃、お友だちの顔をひっかい

たりしていた。…改善策がわからず、気

持ちが病んでいた」  

「中々関係機関を紹介してもらえず、

もどかしかった」  

「発達検査を受けるのは自分の子育て

を評価されるようで抵抗があり、一度キ

ャンセルした。しかし、実際に受けてみ

ると、発達の特徴が行動にあらわれてい

ることがよくわかった。何より、育て方

のせいではないといわれて気持ちが楽に

なった」 

このように、保護者は療育につながる

まで不安な気持ちで過ごしています。 

療育につながるのは、乳幼児健診や保

育園・幼稚園、あるいは保護者自身の気

づきがほとんどです。 

京都市ではまず、発達相談所を紹介さ

れ、受付し、ＣＷの家庭訪問があり、発

達検査、小児科受診を経て、療育につな

がることになります。 

しかし今、それぞれの段階で待ち時間

がかなりあるのが現状です。 

たとえば療育施設は、４月時点では満

員になります。これは、「日払い制度」に

より、常に満員にしておかないと施設経

営が回らないからです。 

ちなみに私の勤務する事業所は、在籍

児が 75 人います。 

その子たちのほとんどが１歳半検診で

何かしらの発達の遅れや偏りを指摘され

ていました。にもかかわらず、実際に療

育につながったのは４歳を過ぎてからと

いう子がほとんどです。つまり、発見か

ら療育につながるまでの時間がかかりす

ぎているのです。この期間の保護者の不

安は非常に大きいものがあります。 

現在、通所の療育施設は、制度上の名

称として「児童発達支援センター・児童

発達支援事業所」があります。 
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通園形態は、保護者児童通園＝在宅・

並行通園（保育園・幼稚園に通いながら）

と単独通園があります。 

今日、希望していても、療育施設に入

れない子どもがたくさんいます。 

何度も話に出ている「京都方式」は、

すべからく発達相談所が入口になって、

「今、療育の必要な子どもが京都市内に

何人いるか。どこの事業所に空きがある

のか」を、発達相談所（京都市自身）が

つかみ、事業所とつないでいくやり方の

ことです。 

一方、2012 年から国制度として開始さ

れたのが「障害児相談支援事業」です。 

これを活用する場合は、行政が事業所

のリストを保護者に提示し、保護者が自

分で契約します。相談・アセスメントを

担うのは相談事業所であり、行政の役割

は支給決定と受給者証交付です。 

制度スタート以来、全国で様々な実態

が報告されています。残念なことに、「悪

徳事業者」も出現しているようです。 

この方式では、相談支援事業所につな

がった子どもたちだけが、行政の把握す

るところとなり、つながることのできな

かったニーズは、誰にも把握されること

がないという問題があります。 

京都市は今後の障害児支援について必

要量の見通しを示しています。 

そこでは、平成 26 年から 29 年度にか

けて必要量の増加が見込まれています。

京都市としては、対

応策として、①事業

所設置補助と②既

存事業所の療育ス

ケジュールの見直

し等により、利用希

望者へ支援が行き

渡るように努める

―としている（②の

詳細は不明。今後市

交渉で明らかにす

る）。しかし、そも

そもその見込み数

は少なすぎます。 

親の願い・子の願

いは「障害者福祉」

制度を適用するの

ではなく「児童福祉」

施策です。 

障害者自立支援法の施行以降、療育を

規定した児童福祉法の施策にもかかわら

ず、大人の仕組みが子どもの制度に持ち

込まれています。 

しかし子どもは、「自立以前」の存在で

あり、その土台をつくる時期です。 

また子どもは、保護される存在です。

したがって、療育は児童だけでなく、保

護者支援と両輪で進めないと、成立しま

せん。 

市原さんの報告レジュメより  
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児童という時期に着目した支援をせず

に、障害という角度でのみ着目してしま

えば、「落ちていくもの」がたくさんあり

ます。 

実行委員会と京都市との懇

談で、「児童期から成人期への

移行がスムーズになるのがス

ケールメリット」と市担当者

は説明しました。 

だとすれば、そんなものは

建物を一つにすれば進むもの

ではありません。むしろ連携

というソフト面の強化が必要

なはずです。 

一方、児童福祉センターの職員さんの

負担が相当大きくなっているのを私たち

も感じています。 

京都方式をどう考えるか。確かに、今

のままではパンクするのが明らかだと思

います。 

京都方式の良さを活かしながら、児童

相談支援をどう活用するかとの視点での

検討が必要かもしれません。 

たとえば、制度上は市町村自身も相談

支援事業者になれます。そこで京都市が

独立して、公的に相談支援部門を担うの

も一つの道かもしれないです。また、も

しも民間の相談支援事業所を活用するな

らば、「自立支援協議会」の役割をもっと

重視せねばなりません。 

いずれにせよ、必要な支援が、必要な

人に、必要な時期、必要な量、届くよう

にするのが、親の願いです。 

それが京都市の仕事であり、合築あり

きで検討せず、現状を分析し、そこから

スタートすべきです。 

 

●津田さんの発言概要 

「新たな『京都方式』へ」 

私は、児童福祉センターの「診療療育

科」に臨床心理士として勤めています。  

先日、児童福祉センター内で組合レベル

の合築勉強会を開催しました。 

席上、虐待対応の係長から「京都方式

を今後も続けるなら、移転・合築でなく、

東西南北４つのセンターが必要だ」との

発言がありました。 

職員は深夜１時、２時まで対応してい

ます。虐待通告・対応が減ることはあり

ません。 

京都方式は、センターがすべての相談

を把握することで、京都市全体の子育て

相談のニーズが把握でき、利用者や子ど

ものニーズに合わせた支援ができるのが

最大のメリットです。 

しかし実際には、相談件数の増加によ

り、ニーズに応じたケースワークができ

ないことや、相談待機・療育待機が増加

していること。また、国の方針と合わな

いなどの困難が生じてきています。 

受給者症の発行も、平成 24 年 766 件だ

ったものが 26 年に 1217 件になりました。 

療育手帳の判定数も増えています。 

虐待通告件数も全国的に増えています。 

ところで、平成 12 年に国の「教育改革

国民会議」で、教育関係「有識者」が、

「しつけ３原則」（①甘えるな  ②他人に

迷惑をかけるな  ③生かされて生きるこ

市原さんの報告レジュメより  
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とを自覚せよ）、「子どもを厳しく飼い馴

らす必要がある」と驚くべき発言があり、

それが堂々と内閣府のホームページに掲

載されています。 

そんな子育て観や子ども観が許容され

ていることが背景にあって、今日の日本

での子育ての困難はあるのではないでし

ょうか。 

本当に「助けを求めない人」「自立した

人」「迷惑をかけない人」に子どもを育て

ても良いのでしょうか。 

アメリカでは、虐待や犯罪予防は「愛

着関係」が大切であり、虐待発覚後では

ない、妊娠期からの取組が必要とされて

います。 

しかし、日本では今日の支援の在り方

が、基本的にすべて「発見後」です。 

児童相談所なら「虐待発見後の支援」、

警察も「犯罪発見後の支援」、早期発見・

早期療育も「子どもの発達の弱さの発見

後の支援」というように、です。 

しかし「発見後の支援」だけでいいの

でしょうか。 

実のところ虐待発見後支援の段階では、

すでに子どもも親も「深く傷ついている」

ので、支援も困難であり、長期化します。

子どもの発達の弱さを指摘されたら、子

どもの成長の見通しがもてなくなった親

は、将来への不安が高まります。ですか

ら、子どもの「個性」を前向きにとらえ

られるようになるまで時間がかかるので

す。 

発達の弱さの有無に関係なく、不安が

高い、不適切な養育環境などで育ってき

た保護者に対し、厳しく育てるのではな

くて、「子どもの気持ちによりそう子育て」

をすればいいんですよ、ということを伝

えることができれば、発達の弱さがわか

った後でも支援が途切れることなく「親

の気持ちによりそった支援」がしやすく

なります。 

それが虐待予防につながるのではない

でしょうか。 

発達の弱さの有無に関係なく、地域で

家族丸ごとを支援する仕組み（ネウボラ）

をフィンランドでは導入しています。 

こうした取り組みがあることも踏まえ、

今後の発達支援の在り方を考えたとき、

現状では、発見前支援を担えるのは地域

（園・療育・学校等）しかありません。 

すなわち、児童福祉センターは「発見後

支援・福祉施策」、地域が「発見前支援」

を実施する。私自身は、今の京都方式を

続けるよりも、新たな京都方式をつくる

ことが大切だと思います。 

親子が傷つく前に、支援することが大

切なのです。 

京都市の三施設合築方針には何のビジ

ョンもありません。今後、そのビジョン

を京都市が示してきたとしても、それは

後づけにすぎません。 

本質的・基本的な問題を捉え、政策は

検討されるべきだと思います。 

 

●フロア発言 

フロアからは３人の方が発言しました。 

市リハセン看護師の一条さんは、附属

病院廃止の経過と、現在のリハセンの現

状について報告しました。 

高次脳機能障害支援に特化した施設の

ニーズは高いが、利用可能対象者が限定

されている（センターが医療機能を持た

ないため）。セラピストが臨床を失い、「事

務作業」におわれ、専門職として成長・

洗練されなくなっている。市リハセンに

求められるのは合築でなく、「リハビリの

できる場」と「専門職の臨床の場」だと

考える。 
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続いて、こころの健康増進センターの

状況について保健師の井上さんが報告し

ました。 

市リハセンへ移転したこころの健康増

進センターについて、「場所が便利になっ

た」との声がある一方、執務室のレイア

ウトや会議室がないこと等のハード面の

問題が指摘されている。現場からは「な

ぜ合築するのか」との声がある。合築は

現状から出発して考えられた方針ではな

い。 

最後に児童福祉センターの一時保護所

の保育士である秋田さんも発言しました。  

京都市は子どものことを考えずに子ど

もにかかわる施策を進めている。まだ時

間はある。私たちの声を伝えたい。 

 

 

●まとめ 

最後に、京都社会保障推進協議会議長の渡邉さんがまとめを行いました。 

 

今日のフォーラムで明らかになったのは、三施設を合築しても、それぞれが抱えて

いる問題・課題を解決することはできないということです。 

今、雇用破壊、貧困の深まりといった、国の政策によって生み出された困難が、ひ

とたび家庭に降りかかれば生活自体が成り立たなくなります。 

こうした社会背景があって、児童福祉センターの必要性・存在意義は高まっていま

す。 

一方で、児童福祉センターの機能は需要に追いついていません。 

児童福祉センターの機能は、拡充する方向しかありません。縮小などは、絶対に考

えられないはずです。 

今、子どもたちの発達を、文字どおりワンストップで支えている京都市児童福祉セ

ンターは、第３センター、第４センターと、京都市全域にその数を増やしていくしか

ないのではありませんか？  

それが私たちが運動を通じて求めるべき方向性だと考えます。 

京都市はためらいもなく、これまで培ってきた施策を破壊しつづけています。 

さらに、一度方針を固めると、京都市は決して転換しません。そのことを私たちは

市リハセン附属病院廃止をめぐる運動で痛感しました。  

だからこそ、京都市が方針を固めてしまうまでに、私たちの意見を届ける必要があ

ります。 

子どもたちのために、私たちの提言をまとめ、拡充を求めたい。 

そんな決意を新たにするフォーラムになりました。  

みんなで、知恵と力を出し合っていきましょう！  

 

（終わり） 


